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はじめに ～職員の皆様へ～ 

  

公共施設のバリアフリー整備において、実際に利用する当事者の視点は非常に 

重要です。これから当事者の「声」を聞き、整備や運営に活かしていく「当事者参

画」を、現場の状況に合わせて少しずつ進めていくことを目指しています。誰もが

使いやすい施設へ向けて、当事者参画へのご協力をお願いします。 

 

＜方針の活用にあたって＞ 

 本方針は、主に公共施設の新築や改築、大規模改修時に施設担当者が活用するこ

とを想定しています。設計や施工を行う事業者に対しても必要に応じて提示し、

共通の視点で整備が進められるよう努めてください。 

 また、簡易な修繕や日常の維持管理といった、日頃の工夫で改善できるバリアへ

の対応もできるよう作成しています。施設担当者に限らず、全ての職員がそれぞ

れの業務の中で活用をお願いします。 

 作成にあたっては、障害者、高齢者等の団体代表者や有識者との意見交換等を行

い、直接伺った意見を反映しています。その上で、担当者が実務で「何をすべき

か」を具体的にイメージできる構成や内容にしています。 

 今後は、実際の当事者参画の積み重ねを通じて、さらに内容を充実させていくこ

とを考えています。各現場で積極的に活用いただくとともに、当事者参画を実施

する中で得られた気づきや工夫があればお互いに共有していきましょう。 

 

※本方針に関することで不明な点がある場合は、公共資産利活用推進課までお問い

合わせください。 

  



 

 

＜方針の構成と実務で役立つ活用ポイント＞ 

項 目 概 要 

第１章 

基本的な考え方 

方針の背景や目的、対象者（市職員・事業者）、適用範囲（ハ

ード・ソフト両面）を定義しています 

第２章 バリアフリー

に関する関係法令・

ガイドライン 

バリアフリー関連の法律や条例に加え、参照すべきガイドラ

イン等を紹介しています 

第３章 当事者参画 

【本方針のメイン】 

【本方針の特徴】 

事業の準備、構想・計画～施工、維持管理運営までの各フェ

ーズでの取組内容（メイン部分）やこれまでの当事者参画事例

等（特徴部分）をまとめています。 

＜活用ポイント＞ 

・当事者参画を具体的にイメージしたい場合は「３－４これ

までの当事者参画事例」を確認してください。 

・「３－４これまでの当事者参画事例等」は、「日頃の工夫で

改善できるバリアへの対応」にも活用できる部分です 

第４章 

よくあるバリアの例 

【本方針の特徴】 

障害者、高齢者等の団体代表者や有識者との意見交換等で寄

せられた意見からよくあるバリアの例を示しています。 

＜活用ポイント＞ 

・より実りある当事者参画に向けて、事前検討の段階で本章

を確認することを推奨します。 

・本章は「日頃の工夫で改善できるバリアへの対応」にも活

用できる部分です 

第５章 方針の評価と

見直し 

方針の実効性を高めるため、ＰＤＣＡサイクルに基づき、具

体的な取組事項を整理しています。 

 
＜方針中の用語の定義＞ 

用 語 定 義 

当事者 

原則として全ての施設利用者を指しますが、本方針では、特

に障害者、高齢者、妊産婦・乳幼児連れ、外国人など施設利用に

際して不便さや不安を感じる可能性のある方々を指します。 

バリアフリー 

高齢者や障害者等が、社会生活に参加する上で生活の支障と

なる物理的な障害や、精神的な障壁を取り除くための施策、も

しくは具体的に障害を取り除いた事物及び状態を指します（つ

くば市バリアフリーマスタープランより） 

※本方針では、情報面や意識上のバリア除去、最初から誰もが

使いやすい「ユニバーサルデザイン」、誰もが排除されない「イ

ンクルーシブ」の視点を組み入れます。 
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第１章 基本的な考え方 

 

１－１ 背景及び目的 

つくば市では、「誰一人取り残さない」という想いを持って、誰もが安心し

て自分らしく生活できる持続可能なまちづくりを推進しています。 

公共施設のバリアフリー化については、高齢者、障害者等の移動等の円滑化

の促進に関する法律（以下「バリアフリー法」という。）において、必ず守ら

なければならない整備基準が示されていますが、これを満たしていても障害者

や高齢者等にとって使いにくい施設となる場合があります。そこで、令和６年

３月策定の「つくば市バリアフリーマスタープラン」を踏まえ、より望ましい

バリアフリー化を促進するため、「つくば市公共施設バリアフリー整備に係る

方針（以下「方針」という。）」を策定することとしました。 

方針は、施設担当者等にバリアフリー整備の配慮事項を分かりやすく示し、

計画段階から障害者等の当事者とのコミュニケーションを促すことで、全ての

人が使いやすい施設にすることを目的としています。 

 

１－２ 対象者 

市の公共施設を所管している部署の施設担当者に加え、その施設の設計や施

工、管理運営に加わる事業者を主な対象とします。なお、本方針は日常の維持

管理や運営といった、日頃の工夫で改善できるバリアにも活用できるため、施

設担当者に限らず全ての職員による活用も推奨します。 

 

１－３ 適用範囲 

市民が利用するすべての公共施設に適用します。適用の範囲については、新

築や大規模な修繕などの工事（ハード面）に加え、日常の維持管理・運営とい

った、日ごろの工夫で改善できるバリアへの対応（ソフト面）にも広く適用す

るものとします。 
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第２章 バリアフリーに関する関係法令・ガイドライン 
 

本章では、公共施設のバリアフリー整備に関する主な法律や条例、ガイド

ライン等を整理します。ここに示すルールはあくまで最低限守るべき基準と

して抑えた上で、第３章の当事者参画や第４章のよくあるバリアの例を参考

に、より実情に即した整備を検討してください。 

尚、個別の施設整備に当たっては、必ず最新の法令等を確認するとともに、

必要に応じて関係部局や所管課と協議してください。 

 

２－１ ハード面に関する法令・条例 

(1) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー 
法） 
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（以下、バリアフ

リー法という。）は、平成 18 年(2006 年)にハートビル法と交通バリアフリ

ー法が統合されて新たに制定された、道路、公園、公共交通機関等における

バリアフリー化を総合的に推進するための法律です。 

市の公共施設においても、新築・増改築・大規模改修を行う際には、この

法律および関連する政令・省令等に基づく建築物移動等円滑化基準を満たす

ことが求められます。また、施設整備にあたっては、バリアフリー法に加え

て、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて策定された

「Tokyo2020 アクセシビリティ・ガイドライン」でも、より円滑な施設利用

に向けた基準が示されているので参考にしてください。 

※関連リンク 

（国土交通省ＨＰ「建築物におけるバリアフリーについて」） 
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukentiku_house_fr_000049.html 

（東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会東京都ポータルサイト

「アクセシビリティ」） 
https://www.2020games.metro.tokyo.lg.jp/special/watching/tokyo2020/organising-

committee/accessibility/index.html 
 
(2) 茨城県ひとにやさしいまちづくり条例 

この条例は、高齢者や障害者を含むすべての人が社会に参加し、ともに安

心して快適に暮らせるまちづくりを目指して平成８年（1996 年）に制定され

た条例です。 

バリアフリー法同様、建築物移動等円滑化基準とあわせて条例の基準を満

たすことが求められるとともに、官公庁施設や社会福祉施設、病院・診療所

では床面積 300 ㎡以上を対象とするなどバリアフリー法より厳しい基準と

なる場合があります。このため、バリアフリー法を満たしていても条例に適
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合していないといったことが生じないよう、必ず両方を確認し、必要な事前

協議や届出手続も含めて計画段階から所管部署・県担当課と連携して進めて

いくことが重要です。 

※関連リンク（茨城県ＨＰ「茨城県ひとにやさしいまちづくり条例施設整備

マニュアル」） 

（分割１） 
https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/chofuku/chiiki/ud/documents/a_1.pdf 

（分割２） 
https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/chofuku/chiiki/ud/documents/b.pdf 

（分割３） 
https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/chofuku/chiiki/ud/documents/c.pdf 

（分割４） 
https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/chofuku/chiiki/ud/documents/d.pdf 

（分割５） 
https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/chofuku/chiiki/ud/documents/e.pdf 

（分割６） 
https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/chofuku/chiiki/ud/documents/f.pdf 

  

２－２ ソフト面に関する法令・条例 

(1) 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法） 

この法律は、国連の「障害者権利条約」を日本が批准するための国内法整

備の一環として制定されました。条約の策定プロセスから生まれた「Nothing 

About Us Without Us（私たちのことを、私たち抜きに決めないで）」という

理念のもと、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、

相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指す法律で

す。 

平成 28 年(2016 年)４月に施行され、令和３年(2021 年)の改正を経て、令

和６年(2024 年)４月より合理的配慮の提供が義務化されました。 

※関連リンク（内閣府ＨＰ「障害を理由とする差別の解消の推進」） 
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html 

 

(2) 障害のある人もない人も共に歩み幸せに暮らすための茨城県づくり条例 

この条例は、障害のある人もない人も互いに人格と個性を尊重しながら、

共に地域で暮らしていくことを目的とした茨城県の条例です。障害者差別解

消法の理念を踏まえつつ、県内での具体的な取組を進めるための枠組みを示

しています。 

※関連リンク（茨城県ＨＰ「障害を理由とした差別解消の推進について」） 
https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/shofuku/kikaku/shofuku/g/syougaisyaj

yourei.html 
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(3) つくば市障害者による情報の取得並びに意思疎通の促進に関する条例 

この条例は、すべての人が、障害の有無によらず、相互に尊重し合い、だ

れもが自分らしく生きるまちを実現するための条例です。障害のある人が必

要な情報を得て、自分の意思を伝えられるようにすることを通じて、誰もが

地域で安心して暮らせるまちを実現することを目的とした市独自の条例で

す。 

国の障害者差別解消法や、国連の障害者権利条約の考え方を踏まえつつ、

特に情報面・コミュニケーション面のバリアをなくすことに焦点を当ててい

ます。 

 

２－３ 当事者参画に関する参考資料（ガイドライン等） 

当事者参画を効果的に進めるため、国や他自治体では、実務に役立つガイド

ラインやハンドブックが作成されています。本市の事業で当事者参画を企画・

実施する際には、本方針とあわせて、次のガイドライン等も参考にしてくださ

い。 
 

(1) 建築プロジェクトの当事者参画ガイドライン（令和７年５月国土交通省） 

建築プロジェクトの当事者参画ガイドライン（以下「国交省ガイドライン」

という。）」は、建築プロジェクトにおいて企画から設計・施工・運営までの

各段階で、どの時点でどのように当事者参画を行うかを整理した国のガイド

ラインです。プロジェクトの流れに沿って、参画の目的や留意点、意見の整

理方法などが示されています。 

※関連リンク（国交省ＨＰ「建築プロジェクトの当事者参画ガイドライン（令

和７年５月国土交通省）」） 
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/content/001892108.pdf 

 
(2) 当事者参画で進めるユニバーサルデザインの施設づくりハンドブック 

（令和６年３月東京都福祉局生活福祉部企画課福祉のまちづくり担当） 

当事者参画で進めるユニバーサルデザインの施設づくりハンドブック 

（以下「東京都ハンドブック」という。）は、当事者が参加するワークショ

ップや現地確認、意見交換会などの具体的な進め方をまとめた実務的な手引

きです。 

※関連リンク（東京都ＨＰ「当事者参画で進めるユニバーサルデザインの施

設づくりハンドブック」） 
https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kiban/machizukuri/toujisya_handbook 
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２－４ サインに関する参考資料（ガイドライン等） 

標識や地図、案内誘導板等のサインは、目的地までの案内や必要な情報を瞬

時に伝えることで、年齢、国籍、障害の有無にかかわらず誰もが安心して施設

を利用できるようにする、すべての人に共通する基盤的なツールです。ここで

は、そのサインをより分かりやすく、ユニバーサルデザインの視点で整備して

いくための参考資料を紹介します。 
 

(1) いばらきユニバーサルデザインサービス・情報ガイドライン（茨城県） 

このガイドラインは、ユニバーサルデザイン(年齢や性別、国籍、障害の

有無等に関わらず、誰もが快適に利用できるように、建物、製品、サービス

等を計画、設計する考え方)の考え方に基づき、イベントに関する UD イベン

トガイドライン、カラーユニバーサルデザイン、HP 作成上の配慮等を示した

県共通のガイドラインです。 

※関連リンク（茨城県ＨＰ「いばらきユニバーサルデザインサービス・情報

ガイドライン」） 
https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/chofuku/chiiki/ud/documents/ud_guidel

ine.pdf 
 

(2) いばらき多言語表記ガイドライン（茨城県営業戦略部国際観光課） 

このガイドラインは、外国人を含む多様な利用者に分かりやすい多言語 

表記の方法や、やさしい日本語の使い方を示したガイドラインです。案内サ

インやパンフレット、Web ページ等において、どの言語をどのように表示す

るか、表記の統一ルールや注意点が整理されています。 

※関連リンク（茨城県ＨＰ「いばらき多言語表記ガイドライン」） 
https://www.pref.ibaraki.jp/soshiki/shokorodo/kokukankou/kokusaikikaku/documen

ts/guideline.pdf 
 

(3) つくば市サインガイドライン※（企画経営課） 

このガイドラインは、市内の公共サインを統一的に整備するための指針 

です。ユニバーサルデザインの考え方を取り入れ、設置基準、文字組、色彩、

英語併記、シンボルなどの原則をまとめています。※電子書庫保存 
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第３章 当事者参画について 

 

３－１ 当事者参画の必要性・効果 

(1) 当事者参画の必要性 ～なぜやらなければならないのか～ 
バリアフリー法等の整備基準（最低限守るべきルール）を満たしていても、

当事者は「使えない・使いにくい」場合があり、また、施設の使いやすさを

求めていく中で「当事者同士、当事者と運営者」という２つのコンフリクト

（衝突・矛盾）が生じる場合があります。 

これらを当事者参画により補い、「知っていたら（分かっていたら）、対応

できた（防げた）」という事項を吸い上げ、「使えない・使いにくい」の解消

につなげます。また、「当事者間、当事者と運営者のコンフリクト（衝突・矛

盾）」が起きた際にも、対話により相互理解及び共通理解が深まりより良い

施設整備につなげることが期待できます。 

 
図１ バリアフリー等の基準と当事者の使いやすさ及びコンフリクトの関係 

 

(2) 当事者参画により期待される効果 ～やった結果どうなるか～ 
当事者参画により期待される効果について、本方針の策定に係る意見交 

換会やこれまで市が実施してきた当事者参画を通じ、実際に得られた具体的
な効果（意見・気づき・実績）の例を整理しました。これらを国交省ガイド
ラインが示す一般的な効果と紐づけることで、当事者参画が実際の施設整備
や相互理解にどのように寄与するのか、より具体的にイメージできるように
しています（表１参照）。 
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表１ 当事者参画により期待される効果（1/2） 
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表１ 当事者参画により期待される効果（2/2） 
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コラム ～「知っていたら対応できた（防げた）」を確実に拾い、 

手戻りのない事業推進を～ 

施設整備の現場では「意見を聴くと、要望が際限なく増えて仕事が大変にな

るのではないか？」と不安を抱く場面もあります。しかし、計画・設計段階に

「当事者との対話」を行うことにより、完成後の「使えない・使いづらい」と

いう問合せへの対応や、多額の費用を要する追加改修などの「手戻り」を未然

に防ぐことにつながります。 

特に、「事前に知っていたら（分かっていたら）、設計上の工夫やちょっとし

た仕様の検討で十分に対応できる事項」については、計画・設計段階で把握し、

確実に拾っていくことが重要です。それが結果として私たち担当者の業務を円

滑に進めるための有効な手段となります。 

 

３－２ 当事者参画の取組や考え方  

(1) 当事者参画の取組（各フェーズの取組内容） 
当事者参画の取組について、実務の全体像と具体的な流れをイメージで 

きるよう、事業を「準備フェーズ」、「施設実現フェーズ」、「維持管理・運営

フェーズ」の３つに区分しました（「施設実現フェーズ」については、さら

に「構想・計画段階」、「基本設計段階」、「実施設計段階」、「施工段階」の４

つに分けました）。これら各フェーズにおいて、国交省ガイドラインや東京

都ハンドブックを参考にしつつ、当事者参画の検討内容や成果の反映方法等

を整理しました（図２～４参照）。 

 
図２ 事業のプロセス及び各フェーズの取組 
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図３ 準備フェーズの具体的な取組 
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図４ 施設実現フェーズの具体的な取組 
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(2) 当事者参画の考え方 
当事者参画の必要性や効果、各フェーズにおける具体的な取組内容に続 

いて、施設実現フェーズにおける当事者参画実施の基本的な考え方を整理し
ました。各事業を計画・実施する際の目安としてください。 

 
＜構想・計画段階から着手する事業（新築、改築等）＞ 

全ての段階（構想・計画、基本設計、実施設計、施工）において継続的

に実施することが望ましいです。難しい場合は、少なくとも２つの段階（構

想・計画段階＆基本設計もしくは実施設計のいずれかの段階）での実施に

努めてください。また、施工段階でも、最終確認のため開催方法にこだわ

らず何らかの形（少人数での現地確認やヒアリング等）での実施に努めて

ください。 
 

＜基本設計から着手する事業（大規模改修等）＞ 

基本設計、実施設計、施工の各段階において継続的に実施することが望

ましいです。難しい場合は、少なくとも基本設計もしくは実施設計のいず

れかの段階での実施に努めてください。また、施工段階でも、最終確認の

ため開催方法にこだわらず何らかの形（少人数での現地確認やヒアリング

等）での実施に努めてください。 
 

＜実施設計から着手する事業、施工段階のみの事業＞ 

可能な範囲で当事者参画の機会を設けるよう努めてください。なお、小

規模な修繕や工期の都合等により当事者参画が困難な場合であっても、第

４章よくあるバリアの例等の事例確認は必ず実施し、過去の知見を反映さ

せてください。 
 

（参考） 

  国交省通知においても、国、都道府県又は指定都市が行う一定規模以上

の建築工事について、令和 12 年度までに当事者参画を実施するという目

標が新たに掲げられました。つくば市は当該目標の直接の対象ではない

ものの、全国的に当事者参画の重要性が高まっています。 

 

コラム ～当事者参画の実施に向けて～ 

すべてのプロセスにおいて、当初から完璧な実施を目指すことよりも、現場

の状況に応じた「最初の一歩」を踏み出すことが重要です。構想・計画段階な

どの早い時期の実施であれば、当事者も「自分の意見が反映される余地があ

る」と感じやすく、市としても当事者との信頼関係を築くことができます。こ

うした対話の積み重ねが、結果として事業をスムーズに進めることにつなが

ると考えます。 
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３－３ 当事者参画にあたっての留意事項 

当事者参画を実効性のあるものにするためには、参加者の特性に応じた配慮

が不可欠です。ここでは、国交省ガイドラインや東京都ハンドブックに加え、

本方針の策定に係る意見交換会やこれまで市が実施してきた当事者参画で得

られた気づき等から、実務担当者が特に意識すべき留意事項を整理しました。 

留意事項は、「参加者の機会の設定（参加者の選定）」、当事者参画に係る「事

前準備」と「当日対応」の３つの表に分けて整理しています（表２～４参照）。

各留意事項について、その裏付けとなった根拠・理由を示していますので、あ

わせて確認をお願いします。 

 
表２ 当事者参画の機会の設定(参加者の選定)の留意事項【準備フェーズ】 
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表３ 当事者参画に係る事前準備の留意事項【施設実現フェーズ】 
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表４ 当事者参画に係る当日対応の留意事項【施設実現フェーズ】 
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３－４ これまでのつくば市の当事者参画事例 ※事例は別冊（資料編）に掲載 

これまでつくば市において実施した当事者参画の事例を紹介します。紹介

する事例は、担当者が事例を確認するだけで「誰かに聞かなくても、同じ流

れで会議やワークショップを開催できる」ことを目指して作成しています。 

これまでの当事者参画事例（基本情報、出席者、具体的な実施内容等）に

ついては、別冊（資料編）にまとめています。今後も新たな事例が増えれば

更新し、内容の更なる充実を図っていきます。 
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第４章 よくあるバリアの例 ※事例は別冊（資料編）に掲載 

 

本章では、本方針策定にあたって実施した当事者や有識者との意見交換等で

寄せられた意見をもとに「よくあるバリアの例」を整理しています。本章の活

用にあたっては、以下の点に留意してください。 

 

 当事者参画の場においては、バリアフリー法等の基準を満たしているもの

の、毎回指摘される「よくあるバリア」が存在します（例：バリアフリート

イレの大型ベッドを出すと、介助者の移動するスペースがない等）。これら

をあらかじめまとめておくことで、計画や設計等の検討の際に対策を講じ

ることができるとともに、当事者と一段階進んだ対話ができ、より円滑で効

果的な当事者参画につなげることができます。 

 本方針では、まずは「何がバリアになっているか」を正しく理解することが

大切であると考え、バリアの例示に重点を置いています。その解決策はその

時代や施設状況によって変わるものであるため、最適な解決策を検討して

いただくようお願いします。 

 よくあるバリアの例は、「案内表示」、「アクセス・移動」、「手続」、「アメニ

ティ」、「利用」の５つのテーマ毎に、具体的なシーン（通路・歩行空間、バ

リアフリートイレ、会議室等）を設定して整理しています。なお今回は、本

方針の策定に係る意見交換会やこれまで市が実施してきた当事者参画で意

見が寄せられたテーマ及びシーンに絞って作成しているため、今後も新た

な事例が増えれば更新し、内容の更なる充実を図っていきます。 

 テーマ及びシーン一覧（よくあるバリアの例を作成したテーマ及びシーン）

及び、それぞれの具体的なバリアの内容については、別冊（資料編）のとお

りです。 
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第５章 方針の評価と見直し 

 

本方針は、つくば市バリアフリーマスタープランの第６章「バリアフリーマ

スタープランの評価・見直し」で示されている、段階的・継続的なバリアフリ

ー化の推進の考え方を踏まえ、ＰＤＣＡサイクルによる具体的な取組事項を整

理しました（図５参照）。このサイクルを継続的に運用することで、より実効

性の高いバリアフリー環境の実現を目指します。また、必要な場合、10 年を

めどに方針の見直しについて検討を行います。 

 

 
図５ ＰＤＣＡサイクルによる具体的な取組事項 
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巻末資料 
 

資料１ 策定経過 

 

No 年月日 実施内容 

1 
令和６(2024 年) 

10 月 11 日(月) 

公共施設バリアフリー整備に係る第１回意見交換会 

· 公共施設点検（コリドイオ）について 

· バリアフリーについて 

2 

令和６年(2024 年) 

11 月８日(金) 

15 日(金) 

公共施設点検（コリドイオ） 

· 点検方法説明 

· グループに分かれて施設の点検実施 

· 気づきの共有（各グループから発表） 

3 
令和６年(2024 年) 

11 月 25 日(月) 

公共施設バリアフリー整備に係る第２回意見交換会 

· 公共施設点検（コリドイオ）で出された問題の解決策

について 

· 公共施設点検（コリドイオ）の振り返り 

※内容等の詳細は「第３章３－４これまでのつくば市の

当事者参画事例」参照 

4 
令和７年(2025 年) 

３月 19 日(水) 

公共施設バリアフリー整備に係る第３回意見交換会 

· 公共施設点検（コリドイオ）結果のまとめ方について 

· 公共施設点検（２施設目）について 

5 
令和７年(2025 年) 

６月 27 日(金) 

公共施設バリアフリー整備に係る第４回意見交換会 

· （仮称）つくば市陸上競技場について 

※意見交換会メンバーに加え、パラアスリートにも出席

いただいた（午前：意見交換会メンバー、午後：パラ

アスリートの２部制で実施）。 

※内容等の詳細は「第３章３－４これまでのつくば市の

当事者参画事例」参照 

6 

令和７年(2025 年) 

７月 25 日(金) 

８月 １日(金) 

公共施設点検（大穂交流センター及び大穂体育館） 

· 点検方法説明 

· グループに分かれて施設の点検実施 

· 気づきの共有（各グループから発表） 

※内容等の詳細は「第３章３－４これまでのつくば市の

当事者参画事例」参照 
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No 年月日 実施内容 

7 
令和７年(2025 年) 

12 月 22 日(月) 

公共施設バリアフリー整備に係る第５回意見交換会 

· 谷田部小学校外基本構想について 

※内容等の詳細は「第３章３－４これまでのつくば市の

当事者参画事例」参照 

8 
令和８年(2026 年) 

１月 30 日(金) 

公共施設バリアフリー整備に係る第６回意見交換会 

・当事者参画（必要性、意義・効果、留意事項、事例）

について 

9 
令和８年(2026 年) 

２月９日(月) 

公共施設バリアフリー整備に係る第７回意見交換会 

· 第５回意見交換会後（谷田部小学校外基本構想）の検

討状況について 

・よくあるバリアについて 

※意見交換会、公共施設点検の資料は電子書庫に保存していますので、必要に応じて参

考にしてください。 
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No 団体・組織名・氏名 コメント 

1 

筑波技術大学 

産業技術学部 

教授 山脇 博紀 

本方針の策定にあたり、当事者の皆様をはじめ、多くの

関係者の皆様が率直な思いや経験を共有くださったこと

に、深く敬意と感謝を申し上げます。対話を重ねる中で、

それぞれの立場からの気づきや学びが少しずつ重なり、本

方針の形につながりました。 

本資料が、施設整備に関わる皆様にとって新たな気づき

や対話のきっかけとなり、今後のつくば市の施設整備に広

く活かされていくことを願っています。 

2 

筑波技術大学 

産業技術学部 

准教授 梅本 舞子 

毎回ハッとする気付きを得る会でした。“よくあるバリ

ア”は、紙面の都合上選定・要約されていますが、自分ご

ととして少し想像してみて下さい。外出先でトイレを使え

ない、やっと辿り着いた施設のどこに目的の窓口があるの

かわからない、伝えたいことを伝える手段がない。特別な

ニーズではありません。共に検証することで社会のバリア

に気付くことができ、共に議論することでより良い公共施

設の計画・運営を導くことができると考えています。 

3 

筑波技術大学 

保健科学部 

准教授 井口 正樹 

本方針案の作成プロセスに参画させていただき、大変貴

重な経験となりました。まずは、バリアフリー整備の方針

策定に着手された市の姿勢に深く感謝申し上げます。 

今後はこの取り組みが物理的な公共施設の整備に留まら

ず、市が提供するソフト面のサービスなど、あらゆる分野

へ波及していくことを心より期待しております。市民一人

ひとりに寄り添った温かい環境づくりを、職員の皆様と共

に進めていければ幸いです。 

4 

つくば自立生活 

センターほにゃら 

生井 祐介 

整備方針の意見交換会では、会議室での議論にとどまら

ず、実際の公共施設を点検するなど、充実した意見交換を

行うことができました。一方で、限られた話し合いの場だ

けでは、お伝えしきれなかった部分も多々あります。 

各施設を担当される職員の皆様におかれましては、本整

備方針を基本としつつも、実際に施設を利用される方々

(当事者)の意見を丁寧に聞き取り、誰もが使いやすい公共

施設の整備を進めていただきますようお願いいたします。 

資料２ 策定にあたって継続的に協力いただいた当事者や有識者
の一覧及びコメント 
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No 団体・組織名・氏名 コメント 

5 

つくば市手をつなぐ 

育成会  

会長 後藤 真紀 

障害者を支援する立場からいろいろな意見を聞いていた

だきました。常日頃、ここがこうだったらいいのに…と思

っていたことを、市として改善に力を入れてくれるのは大

変うれしいと思います。 

また、今後新設する施設も、作る前に方針を確認してい

ただくことで、誰もが使いやすい素晴らしい施設ができる

ことと楽しみにしています。バリアフリーは障害者だけで

なく、赤ちゃんから高齢者までみんなに優しいということ

です。 

6 

つくば市障害者 

自立支援協議会 

座長 飯島 弥生 

理学療法士として障害をもつ方と接することは多くあり

ますが、今回、障害者、高齢者、こども、外国人など多様

な当事者の方々の視点を聞くことができ、私自身新たな気

づきを得ることができました。 

私たちを取り巻く環境が変わることで、障がい（困りご

と）が解決することがあります。「“社会”をリハビリテ

ーションする」ための具体策が集約された本方針が、つく

ば市のより良い公共施設の整備運営に活用されることを心

から願っています。 

7 

つくば市シルバー 

クラブ連合会  

会長 石塚 一夫 

 意見交換会を通じ誰一人取り残さない施策の重要性を再

確認しました。交流センター等でのチェックや、基本設計

段階等で意見交換をしましたが、後者の場合は手探りな面

もあり事前に考える時間がもう少し欲しかったです。 

一方で、当事者参画の役割の重要性を確認でき良い経験

となりました。担当課のリーダーシップにより有意義な意

見交換ができたことに好感を持つとともに、今回とりまと

められた貴重な資料が施策の担当者間で共有され、施策に

有効活用されることが大切だと思います。 

8 

特定非営利活動法人 

ままとーん 

代表理事 鈴木 朱里 

意見交換会に出席して、立場の異なる方のご意見を伺う

ことで、多様な視点に気付くことができ、私にとって大変

学びのある時間でした。 

これらの意見をまとめ、誰もが利用しやすい施設を作り

上げていくことは容易ではないと思いますが、関わる皆さ

んが誰かを思いやる気持ちを持って取り組まれていること

を知り、大変意義深く感じました。今後、つくば市の施設

がより良いものとなっていくことを期待しています。 
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No 団体・組織名・氏名 コメント 

9 

一般財団法人つくば

市国際交流協会 

事務局長 飯村 通治 

課長補佐 中村 貴之 

公共施設の整備にあたっては、高齢者や障害者のみなら

ず、すべての市民にとって使いやすい環境づくりが重要で

あり、外国人住民の視点からは多言語表示や案内方法の工

夫の必要性を強く感じました。 

10 

特定非営利活動法人

つくば市聾者協会 

会  長  末森 明夫 

副会長  井上 正之 

事務局長 有田 幸子 

会 員  田中 晃 

本方針の策定、ご尽力に敬意を表します。当事者参画に

よる取組は大きな一歩ですが、今後は各障害の特性に応じ

た留意点の整理も重要かと思います。 

特に聴覚障害者は、災害時の音声放送が伝わらないな

ど、命に関わる情報取得の課題があります。この一歩を機

に、安全確保を含む更なる改善を期待します。（NPO 法人

つくば市聾者協会） 

（敬称略、順不同） 

 

※そのほか、継続的に参加した市の関係部署 

 ・国際都市推進課 

 ・企画経営課 

 ・高齢福祉課 

・障害者地域支援室 

 ・こども未来センター 
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資料３ 関連資料（国交省通知） 
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